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於：女性第一・第二研修室  

1



     議事日程     令和８年２月６日（金）１５時３０分   

女性第一・第二研修室 

 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告  

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開予定（案） 

定第８１号議案 代決処分の承認を求める件 

〔美術品購入に係る議案についての意見申出について〕 

定第８２号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正に係る議案ついての意見申

出について〕 

定第８３号議案 代決処分の承認を求める件 

〔令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第９号）(教育委員会関係

分)に係る議案についての意見申出について〕 

   定第８４号議案 鹿児島市指定文化財の現状変更についての許可の件 

請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良（乳 

糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理由で飲め 

ない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届などで停止できる 

ようにすることを求める請願【継続審議】 

非公開予定（案） 

定第８５号議案 義務教育学校の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定に係る議

案についての意見に関する件 

定第８６号議案 鹿児島市学校給食費に関する条例制定に係る議案についての意見に関

する件 

定第８７号議案 鹿児島市報酬及び費用弁償条例一部改正に係る議案についての意見に

関する件 

定第８８号議案 鹿児島市職員定数条例一部改正（教育委員会関係分）に係る議案につ

いての意見に関する件 

定第８９号議案 令和８年度鹿児島市一般会計予算（教育委員会関係分）に係る議案に

ついての意見に関する件 

報告事項(1)   鹿児島市文化財保存活用地域計画（素案）に係るパブリックコメント

手続の実施について 
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報告事項(2)   第五次鹿児島市子ども読書活動推進計画素案に係るパブリックコメン

ト手続の実施結果及び第五次鹿児島市子ども読書活動推進計画案に

ついて 

６ その他  

７ 閉 会 
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定第８１号議案 

 

   代決処分の承認を求める件 

 

美術品購入に係る議案についての意見申出について、鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、同条第２項の規定により、これを報

告し、その承認を求める。 

 

   令和８年２月６日                提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

記 

 

 美術品購入に係る議案については、同意する。 

 

 

 

 

（参  照） 

 

 １ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 ２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

 （代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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美  第 １２５号 

令和８年１月２１日 

 

 鹿児島市教育委員会 

 教育長 原之園 哲哉 殿 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 

（管理部美術館扱い） 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

 ・ 美術品購入の件 
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美 第１２５－２号 

令和８年１月２１日 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿 

 

鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（回答） 

 

 

 令和８年１月２１日付け美第１２５号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出す

る議案の作成については、貴案のとおり同意します。 

 

 

記 

 

 

・ 美術品購入の件 
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定第１３３号議案 

       

美術品購入の件 

                                     

 次のとおり美術品を購入する。                     

 

令和８年２月９日                提 出 

鹿児島市長 下 鶴 隆 央   

       

                                           

 

 

 

 

記 

     

１ 種 別  アクリル画 

２ 作品名  ＲＥＤ ＤＯＴＳ（１９８５年制作） 

３ 作者名  草間 彌生 

４ 寸 法  縦７３．０cm 横６１．０cm  

５ 数 量  １点 

 

 

（提案理由） 

 美術館に収蔵する絵画１点を購入するについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

（参  照） 

                                     

 １ 鹿児島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋） 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財

産の取得又は処分は予定価格３０，０００，０００円以上の不動産若しくは動産の買入れ若 

 しくは売払い（土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限

る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。   

写 
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 ２ 購 入 金 額  ９０，０００，０００円 

                                     

 ３ 購 入 先  東京都港区六本木六丁目６番９号  

          株式会社 オオタファインアーツ                                 

 

 ４ 契約の方法  随意契約 
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第１３３号議案 美術品購入の件 

R8-1定 （美術館） 

１ 議案の件名 美術品購入の件 

２ 提案理由 美術館に収蔵する絵画１点を購入するについて、議会の議決を求めようとするものである。 

３ 議案の概要 

１ 購入する美術品 

 (1) 種 別  アクリル画 

 (2) 作品名  ＲＥＤ ＤＯＴＳ（１９８５年制作） 

 (3) 作者名   草間 彌生 

 (4) 寸 法  縦７３．０cm 横６１．０cm 

 (5) 数 量  １点 

 

２ 購入金額   ９０,０００,０００円（税込） 

 

３ 購入先     東京都港区六本木六丁目６番９号  

         株式会社 オオタファインアーツ 

   

４ 経緯等 

１ 経緯  

令和６年 開館 70 周年を記念した美術品収集に着手 

令和６年７月～７年９月 美術品の情報を収集 

７年１０月 館内での収集候補作品の検討 

８年 １月 美術品選定委員会（芸術的価値や収集方針との整合性等について適正との評価） 

 美術品価格評価（価格評価等について、美術品価格評価員に諮問し適正との評価） 

２ 購入理由 

  ７０周年を契機とし、当館の美術品収集方針に基づき、既に所蔵しているアンディ・ウォーホルやフランク・ステ

ラ等に、同時代にニューヨークで活躍した草間彌生の作品を加えることで、およそ７０年前のアメリカ美術の動向を

示すことができ、コレクションの充実と学術的価値の向上が図れるため。 

  草間彌生は 1958～73 年のニューヨーク時代にポップアートやミニマルアートと関わり、前衛的な作家として評価さ

れた。「ドット（水玉）」は、内面世界や宇宙を象徴するモチーフとされており、本作は帰国後の 80 年代に制作され

た希少な一点である。 

本館では過去２回、草間作品の展覧会を開催しており、令和６年には約２万人が来館するなど、高い支持を得ている。 
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定第８２号議案 

 

   代決処分の承認を求める件 

 

鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正に係る議案についての意見申出について、鹿児島市

教育委員会事務委任等規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、同条第

２項の規定により、これを報告し、その承認を求める。 

 

   令和８年２月６日                提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

記 

 

 鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正に係る議案については、同意する。 

 

 

 

 

（参  照） 

 

 １ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 ２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

 （代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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美  第 １２６号 

令和８年１月２１日 

 

 鹿児島市教育委員会 

 教育長 原之園 哲哉 殿 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 

（管理部美術館扱い） 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

 ・ 鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正の件 
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美 第１２６－２号 

令和８年１月２１日 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿 

 

鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（回答） 

 

 

 令和８年１月２１日付け美第１２６号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出す

る議案の作成については、貴案のとおり同意します。 

 

 

記 

 

 

・ 鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正の件 

 

 

 

 

  

12



定第１３４号議案 

       

鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正の件 

                                     

鹿児島市美術品等取得基金条例（平成２１年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

                                     

令和８年２月９日                提 出 

鹿児島市長 下 鶴 隆 央   

       

                                           

 

 

 

 

鹿児島市美術品等取得基金条例の一部を改正する条例 

                                     

第１条中「資料」の次に「（以下「美術品等」という。）」を加える。 

第２条第１項中「３億円」を「２億円」に改め、同条第２項中「必要があるとき」を「市長

は、必要があるとき」に改め、同条第４項中「前２項」を「前３項」に、「積立て」を「積立

て又は処分」に、「額は積立額相当額増加する」を「額は、積立額相当額増加し、又は処分額

相当額減少する」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 市長は、美術品等の取得費の財源に充てるため必要があると認めるときに限り、基金を処

分することができる。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                                     

 

（提案理由） 

 基金の額を改めるとともに、美術品等の取得に伴う基金の処分規定等を設けるものである。 

                                     

 

（参  照） 

                                     

鹿児島市美術品等取得基金条例（抜粋） 

(設置) 

写 
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第 1 条 美術品その他美術に関する資料の取得を円滑に行うため、鹿児島市美術品等取得基金

(以下「基金」という。)を設置する。 

(基金の額) 

第 2 条 基金の額は、3 億円とする。 

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。 

3 略す 

4 前 2 項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとす

る。 
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鹿児島市美術品等取得基金条例新旧対照表 

                                                           は改正部分 

現 行 改 正 後 備考 

（設置） 

第１条 美術品その他美術に関する資料の取得を円滑に行うた

め、鹿児島市美術品等取得基金（以下「基金」という。）を設

置する。 

（基金の額） 

第２条 基金の額は、３億円とする。 

２ 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加し

て積み立てることができる。 

３ 略す 

４ 前２項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は積

立額相当額増加するものとする。 

 

（設置） 

第１条 美術品その他美術に関する資料（以下「美術品等」とい

う。）の取得を円滑に行うため、鹿児島市美術品等取得基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金の額は、２億円とする。 

２ 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基

金に追加して積み立てることができる。 

３ 略す 

４ 市長は、美術品等の取得費の財源に充てるため必要がある

と認めるときに限り、基金を処分することができる。 

５ 前３項の規定による積立て又は処分が行われたときは、基

金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少する

ものとする。 

基金の額を減

額し、処分規定

と減額規定を

追加する 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 資 料 

  

１ 議案の件名 鹿児島市美術品等取得基金条例一部改正の件 

２ 提案理由 基金の額を改めるとともに、美術品等の取得に伴う基金の処分規定等を設けるものである。 

３ 議案の概要 

１ 改正の内容 

(1) 基金の額の変更（第２条第１項関係） 

  （現 行）３億円  （改正後）２億円 

(2) 基金を処分する規定の追加（第２条第４項関係） 

   美術品等の取得費の財源に充てるため必要があると認めるときに限り、基金を処分することができる。 

 (3) 処分時の基金の額の増減規定を追加（第２条第５項関係） 

  （現 行） 積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加する。  

  （改正後） 積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少する。 

２ 施行日 公布の日  

４ 経緯等 

鹿児島市美術品等取得基金（平成２１年４月１日設置）                         

 平成２３～３０年度 油彩画等 １,１６９点 約９,８６０万円 (一般会計から基金現金に繰入済) 

 令和元年度      彫刻等       ２点    ３９６万円（うち３８５万円は保有動産として管理） 

 令和３年度      日本画等     ７点    ３１７万円（保有動産として管理） 

 令和７年度      油彩画等      ３点  ９,４０５万円（購入予定。うち９千万円は今議会の購入議案） 

５ その他 

改正前後の基金の比較                         
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定第８３号議案 

 

代決処分の承認を求める件 

 

 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第９号）中、教育委員会関係分の意見申出について、

鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、

同条第２項の規定により、これを報告し、その承認を求める。 

 

令和８年２月６日                提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

記 

 

 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第９号）中、教育委員会関係分に係る議案について

は、同意する。 

 

 

 

 

（参 照） 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 ２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

 （代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。  
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教総第  ４８３  号 

令和８年１月２７日 

 

 鹿児島市教育委員会 

 教育長 原之園 哲哉 殿 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 

（管理部総務課扱い） 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

 ・ 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分） 
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教総 第４８３-２号 

令和８年１月２７日 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿 

 

鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（回答） 

 

 

 令和８年１月２７日付け教総第４８３号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出

する議案の作成については、貴案のとおり同意します。 

 

 

記 

 

 

・ 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分） 
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（単位：千円）

国（県）支出金 地方債 その他

教　育　費 19,661,440 5,493,036 25,154,476 1,449,494 3,645,600 45,131 352,811

教育総務費 4,426,543 177,456 4,603,999 3,061 0 54,542 119,853

教育委員会費 8,194 157 8,351 0 0 1 156

8,194 157 8,351 0 0 1 156

事務局費 850,776 119,427 970,203 0 0 51,173 68,254

671,514 66,484 737,998 0 0 0 66,484

18,636 501 19,137 0 0 3 498

4,244 152 4,396 0 0 0 152

3,802 172 3,974 0 0 0 172

12,109 △ 1,471 10,638 0 0 0 △ 1,471

11,056 △ 1,400 9,656 0 0 0 △ 1,400

2,701 51,170 53,871 0 0 51,170 0

26,868 3,819 30,687 0 0 0 3,819

教育委員会費 人件費

学校運営協議会設置事業 事業費の決定見込みによる

母校応援ふるさと寄付金事業

職員費 人件費

一般事務費（総務課） 人件費

一般事務費（学務課） 人件費

定第８３号議案　　令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第９号）〔教育委員会関係分〕

１　歳入・歳出予算　補正

　【歳出予算】

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

就学事務経費 人件費

教職員住宅等管理事業（拡充分） 事業費の決定見込みによる

事業費の決定見込みによる

事業費の決定見込みによる

学校給食費等管理システム整備事業
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国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

3,080,188 57,872 3,138,060 3,061 0 3,368 51,443

22,882 1,470 24,352 0 0 0 1,470

92,466 633 93,099 0 0 4 629

3,709 21 3,730 0 0 0 21

470,035 21,715 491,750 0 0 122 21,593
22,667
△952

248,062 14,029 262,091 0 0 81 13,948
14,699
△670

197,625 70 197,695 0 0 1 69

3,110 7 3,117 0 0 0 7

373,657 12,537 386,194 0 0 69 12,468
16,987

△4,450

40,361 1,636 41,997 0 0 9 1,627

3,812 130 3,942 0 0 1 129

8,985 333 9,318 0 0 0 333

16,225 780 17,005 0 0 0 780

85,873 1,790 87,663 1,878 0 11 △ 99

25,622 779 26,401 △ 184 0 5 958
798

△19

66,094 1,942 68,036 1,367 0 11 564

1,068,347 0 1,068,347 0 0 3,054 △ 3,054

スクールソーシャルワーカー活用
事業

人件費
事業費の決定見込みによる

教育指導費

学校図書館運営事業
人件費
事業費の決定見込みによる

学校校務支援事業
人件費
事業費の決定見込みによる

国際理解教育の推進事業 人件費

教員業務支援員（スクールサポー
トスタッフ）配置事業

人件費

ＩＣＴ環境整備事業 財源組替

事務管理（学校教育課） 人件費

学校教育指導事業 人件費

教育相談の充実
人件費
財源組替

学校ＩＣＴ推進センター
管理運営・機材整備事業

人件費

教育の情報化推進事業（報酬分） 人件費

市立高等学校就職サポート事業 人件費

特別支援教育体制推進事業
人件費
事業費の決定見込みによる

特別支援教育体制推進事業
（拡充分）

人件費

フレンドシップ（教育支援セン
ター）支援事業

人件費
財源組替

部活動地域移行検討事業 人件費
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国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

4,459,377 2,160,639 6,620,016 708,386 1,299,100 142 153,011

2,250,341 123,233 2,373,574 0 0 138 123,095

702,475 18,844 721,319 0 0 0 18,844

551,649 23,142 574,791 0 0 138 23,004

717,262 81,247 798,509 0 0 0 81,247

教育振興費 747,762 154 747,916 0 0 1 153

503,737 154 503,891 0 0 1 153

学校建設費 1,461,274 2,037,252 3,498,526 708,386 1,299,100 3 29,763

826,540 1,163,125 1,989,665 354,347 799,000 3 9,775
568

1,162,557

29,028 69,708 98,736 14,903 54,600 0 205

171,824 △ 29,551 142,273 0 0 0 △ 29,551

33,228 833,970 867,198 339,136 445,500 0 49,334
46,154

787,816

小学校費

学校管理費

学校運営費 事業費の決定見込みによる

就学援助事業 人件費

職員費 人件費

嘱託員費 人件費

屋内運動場空調設備整備事業
事業費の決定見込みによる
補助内示見込みによる

校舎・屋体等整備事業
人件費
補助内示見込みによる

空調設備整備事業 補助内示見込みによる

プール施設整備事業 事業費の決定見込みによる

22



国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

中学校費 2,461,847 3,121,813 5,583,660 739,028 2,316,600 23 66,162

学校管理費 854,123 39,422 893,545 0 0 23 39,399

237,017 6,596 243,613 0 0 0 6,596

132,578 3,859 136,437 0 0 23 3,836

353,451 28,967 382,418 0 0 0 28,967

学校建設費 1,029,228 3,082,391 4,111,619 739,028 2,316,600 0 26,763

190,819 10,732 201,551 0 0 0 10,732

329,433 1,278,414 1,607,847 371,254 904,200 0 2,960

33,578 239,732 273,310 49,525 189,900 0 307

361,005 1,448,790 1,809,795 268,867 1,179,700 0 223

17,352 △ 6,726 10,626 △ 6,100 0 △ 626

4,316 111,449 115,765 49,382 48,900 0 13,167
12,728
98,721

学校運営費 事業費の決定見込みによる

事業費の決定見込みによる
補助内示見込みによる

職員費 人件費

嘱託員費 人件費

施設整備単独事業 事業費の決定見込みによる

校舎・屋体等整備事業 補助内示見込みによる

空調設備整備事業 補助内示見込みによる

柔剣道場整備事業 事業費の決定見込みによる

屋内運動場空調設備整備事業

校舎建替事業 補助内示見込みによる
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国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

高等学校費 2,946,889 62,233 3,009,122 0 △ 22,700 6 84,927

学校管理費 2,687,388 84,933 2,772,321 0 0 6 84,927

2,455,839 77,492 2,533,331 0 0 0 77,492

20,959 950 21,909 0 0 6 944

79,984 69 80,053 0 0 0 69

81,710 6,422 88,132 0 0 0 6,422

学校建設費 243,157 △ 22,700 220,457 0 △ 22,700 0 0

132,170 △ 22,700 109,470 0 △ 22,700 0 0

社会教育費 3,116,772 △ 28,200 3,088,572 △ 981 55,200 △ 9,584 △ 72,835

社会教育総務費 873,411 10,905 884,316 △ 981 △ 5,100 35 16,951

488,898 13,095 501,993 0 0 0 13,095

20,035 92 20,127 0 0 0 92

21,405 167 21,572 0 0 1 166

182,186 5,466 187,652 0 0 31 5,435

10,693 334 11,027 0 0 2 332

61,313 △ 5,473 55,840 0 △ 5,100 0 △ 373

45,025 △ 2,776 42,249 △ 981 0 1 △ 1,796
167

△2,943

職員費 人件費

学校運営費 事業費の決定見込みによる

校舎・屋体等整備事業 事業費の決定見込みによる

高等学校非常勤講師報酬 人件費

図書事務嘱託員費 人件費

学校支援ボランティア事業
人件費
事業費の決定見込みによる

職員費 人件費

校区公民館活動推進 人件費

かごしま文化工芸村管理運営事業 人件費

社会教育事務費 人件費

かごしま文化工芸村管理運営事業
（報酬分）

人件費

校区公民館・地区コミュニティ
センター設備等整備事業

事業費の決定見込みによる
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国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

公民館費 361,905 △ 12,667 349,238 0 △ 18,400 16 5,717

206,241 2,976 209,217 0 0 1 2,975
259

2,717

82,142 3,317 85,459 0 0 15 3,302

51,745 △ 18,960 32,785 △ 18,400 0 △ 560

女性青少年教育費 78,499 △ 1,156 77,343 0 0 3 △ 1,159

15,023 663 15,686 0 0 3 660

1,220 81 1,301 0 0 0 81

7,668 △ 1,900 5,768 0 0 0 △ 1,900

勤労青少年ホーム費 56,639 △ 3,000 53,639 0 △ 2,700 0 △ 300

20,710 △ 3,000 17,710 0 △ 2,700 0 △ 300

少年自然の家費 114,234 540 114,774 0 0 1,100 △ 560

17,360 540 17,900 0 0 0 540

2,807 0 2,807 0 0 1,100 △ 1,100

美術館費 439,263 △ 1,381 437,882 0 △ 1,800 △ 10,739 11,158

13,725 330 14,055 0 0 0 330

101,222 303 101,525 0 0 △ 1,758 2,061

48,195 0 48,195 0 0 △ 8,981 8,981

271,514 △ 2,014 269,500 0 △ 1,800 0 △ 214

公民館管理運営費
人件費
事業費の決定見込みによる

公民館管理運営費（報酬分） 人件費

少年自然の家一般事務費（報酬分） 人件費

勤労青少年ホーム施設整備事業費 事業費の決定見込みによる

企画展（特別企画・小企画）

地域公民館整備事業 事業費の決定見込みによる

人件費

子ども体験活動支援情報誌
作成事業

人件費

子ども会育成事業 事業費の決定見込みによる

財源組替

次世代を切り拓く青少年育成事業 財源組替

美術館管理費 人件費

美術館省エネルギー推進ＬＥＤ照
明化事業

事業費の決定見込みによる

美術館管理費（嘱託員等経費） 人件費

青少年教育事務費
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国（県）支出金 地方債 その他

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

図書館費 640,668 △ 21,610 619,058 0 83,200 0 △ 104,810

40,018 △ 11,418 28,600 0 △ 10,300 0 △ 1,118

119,976 △ 13,416 106,560 0 93,500 0 △ 106,916

109,789 3,224 113,013 0 0 0 3,224

生涯学習プラザ費 264,297 169 264,466 0 0 1 168

3,492 169 3,661 0 0 1 168

保健体育費 2,250,012 △ 905 2,249,107 0 △ 2,600 2 1,693

保健体育総務費 370,353 5,111 375,464 0 0 2 5,109

183,832 4,645 188,477 0 0 0 4,645

9,866 466 10,332 0 0 2 464

学校給食センター費 869,662 △ 6,016 863,646 0 △ 2,600 0 △ 3,416

18,010 703 18,713 0 0 0 703

93,314 △ 6,719 86,595 0 △ 2,600 0 △ 4,119

災害復旧費 77,000 △ 54,294 22,706 △ 27,147 △ 27,100 0 △ 47

桜島連続降灰除去事業費 65,000 △ 54,294 10,706 △ 27,147 △ 27,100 0 △ 47

降灰除去事業費 65,000 △ 54,294 10,706 △ 27,147 △ 27,100 0 △ 47

65,000 △ 54,294 10,706 △ 27,147 △ 27,100 0 △ 47

学校給食センター施設設備機器整
備事業

事業費の決定見込みによる

人件費

職員費 　

一般事務費 人件費

鹿児島市立図書館・科学館施設管
理事業

事業費の決定見込みによる

生涯学習プラザ一般事務費

学校校庭降灰除去事業 事業費の決定見込みによる

学校給食センター事務管理費 人件費

図書館・科学館ストックマネジメ
ント等事業

事業費の決定見込みによる

図書館・科学館省エネルギー推進
ＬＥＤ照明化事業

事業費の決定見込みによる
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（単位：千円）

金　　額

使用料及び手数料 360,631 △ 1,758 358,873

使用料 360,631 △ 1,758 358,873

教育使用料 360,631 △ 1,758 358,873

国庫支出金 691,653 1,420,469 2,112,122

国庫補助金 691,653 1,420,469 2,112,122

教育費国庫補助金 659,153 1,447,616 2,106,769 △ 184

1,367

△ 981

452,946

△1,176
△224

340,312
49,606

14,903
49,525

　【歳入予算】

 款 項 目
補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　　　　　　　分

美術館使用料

スクールソーシャルワーカー活用事
業費

補助率　１／３
　事業費の決定見込みによる

△ 1,758 展示室等

教育指導費
補助率　１／３
　　フレンドシップ支援事業
　補助決定見込みによる

桜島降灰防除施設整備費

補助率　１／２
　　学校施設環境改善交付金
　　　小学校　大明丘小ほか８校
    　中学校　緑丘中
　事業費の決定見込みによる
    学校施設環境改善交付金
　　　小学校　大明丘小ほか８校
    　中学校　緑丘中
　補助内示見込みによる
補助率　１／３
　　学校施設環境改善交付金
　　　小学校　花尾小、春山小
　　　中学校　吉田北中ほか３校
　補助内示見込みによる

学校支援ボランティア事業費
補助率　１／３
　事業費の決定見込みによる
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（単位：千円）

金　　額

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　　　　　　　分

 款 項 目

725,601

28,277
49,234

223,893
241,757

102,177
80,263

268,867

災害復旧費国庫補助金 32,500 △ 27,147 5,353 △ 27,147

県支出金 36,883 1,878 38,761

委託金 36,883 1,878 38,761

教育費委託金 36,883 1,878 38,761 1,878

寄附金 1,440 2,660 4,100

寄附金 1,440 2,660 4,100

1,440 2,660 4,100 1,560

1,100

教育費寄附金

大規模改造事業費

補助率　１／２
　　学校施設環境改善交付金（バリアフリー整備）
　　　小学校　星峯西小
　　　中学校　坂元中、谷山中
補助率　１／３
　　学校施設環境改善交付金（長寿命化改良）
　　　小学校　吉野小、星峯西小
　　　中学校　坂元中、谷山中
　　学校施設環境改善交付金（外壁改修等）
　　　小学校　坂元小ほか１０校
　　　中学校　河頭中ほか８校
補助内示見込みによる

学校校庭降灰除去事業費

危険建物改築費

補助率　１／３
　　学校施設環境改善交付金
　　　中学校　城西中、紫原中
　補助内示見込みによる

スクールカウンセラー配置事業
委託金

スクールカウンセラー配置事業
　交付決定による

補助率　１／２
　事業費の決定見込みによる

教育総務費寄附金
地方創生応援税制寄附金
　母校応援ふるさと寄附金事業

社会教育費寄附金
地方創生応援税制寄附金
　次世代を切り拓く青少年育成事業
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（単位：千円）

金　　額
 款 項 目

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　　　　　　　分

諸収入 2,996,829 △ 5,381 2,991,448

雑入 2,996,829 △ 5,381 2,991,448

雑入 （68～71） 2,996,829 △ 5,381 2,991,448 546

（68～71） △ 5,927
899

2,155
△8,981

市債 1,117,000 3,618,500 4,735,500

市債 1,117,000 3,618,500 4,735,500

教育債 （90～91） 1,084,500 3,645,600 4,730,100 3,593,000
3,599,100

△6,100

校区公民館整備事業債 △ 5,100

地域公民館整備事業債 △ 18,400

勤労青少年ホーム施設整備事業債 △ 2,700

美術館整備事業債 △ 1,800

図書館整備事業債 83,200
93,500

△10,300

学校給食センター整備事業債 △ 2,600

32,500 △ 27,100 5,400 △ 27,100

労働保険料

災害復旧債 （90～93） 桜島連続降灰除去事業債 学校校庭降灰除去事業

諸雑入

義務教育施設等整備事業債
校舎等施設整備事業費
学校施設整備単独事業費

リーディングＤＸスクール事業受託費
生成ＡＩパイロット校事業受託費
美術館特別企画展観覧料等収入

勤労青少年ホーム施設整備事業

美術館省エネルギー推進ＬＥＤ照明化事業費

図書館・科学館ストックマネジメント等事業費
図書館・科学館省エネルギー推進ＬＥＤ照明化事業費

校区公民館整備事業

地域公民館整備事業

学校給食センター施設設備機器整備事業
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２　繰越明許費　補正 （補正予算書６ページ）

（単位：千円）

1,448,790

239,732

３　債務負担行為 （補正予算書６ページ）

（単位：千円）

款 項 　目 事　　業　　名 金　　額

国の補助内示見込みによる小学校費

国の補助内示見込み等による

国の補助内示見込みによる

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

空調設備整備事業 69,708

中学校費

校舎・屋体等整備事業 1,162,557

学校建設費

施設整備単独事業 10,732

1,278,414

屋内運動場空調設備整備事業 111,896 国の補助内示見込み等による

空調設備整備事業 国の補助内示見込みによる

校舎建替事業

校舎・屋体等整備事業

国の補助内示見込みによる

国の補助内示見込みによる

社会教育費

文化財保護費 世界遺産保全・活用事業 3,750 補助対象事業の工期延長による

生涯学習プラザ費 生涯学習プラザ整備事業 95,582 発電機オーバーホールその他修繕に期間を要することによる

教育費

学校建設費

屋内運動場空調設備整備事業 836,312

35人学級に伴う教室改修設計（谷山北中、玉龍中）

国（県）支出金 地方債 その他

478,656 1,416,300 0 299,396
　令和７年度に設定した紫原中の校舎新築工事等に係る債務負担行為
の期間を２年から３年へ変更するもの。

中学校費 中学校校舎建替事業 2,194,352 7～9年度

教育費

期　　間
特　　定　　財　　源

0

一般財源 説　　　　　　明

0 0 07～9年度
　令和７年度に設定した桜丘東小の長寿命化改良工事等に係る債務負
担行為を廃止するもの。

款 項 事　　項 限　度　額

小学校費 小学校校舎・屋体等整備事業 0
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母校応援ふるさと寄附金事業 

 

 １ 概要 

      令和３年度から実施している母校応援ふるさと寄附金について、大口の寄附が複数件あったことから、基金に積み立てるための歳出予算を 

増額する。 

    

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 ２ 補正予算額      ５１，１７０千円 

 

 

  【参考】令和７年度 学校別寄附金状況                 12 月末現在 

 件数 金額（円） 

鹿児島玉龍高校 12 5,405,000 

鹿児島商業高校 14 42,410,000 

鹿児島女子高校 11 5,350,000 

計 37 53,165,000 

 

寄附金 

 
 

基
金 

（
母
校
応
援
ふ
る
さ
と
寄
附
基
金
） 

かごしま応援寄附金 

（個人版ふるさと納税） 

 

地方創生応援税制寄附金 

（企業版ふるさと納税） 

 

51,170 千円 

（補正） 

一般会計 

充当 積立  

 

寄
附
者 

（ 

卒
業
生
な
ど 

） 

〈歳出〉 

 

 

〈歳入〉 

 

見込 
53,871 千円 

2,701 千円（当初） 
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学校給食費等管理システム整備事業 

 

 １ 概要  

（１）事業の概要 

学校事務の円滑化等を図るため、学校給食費等を管理するシステムを市立小・中学校に整備する。 

 

（２）補正内容 

令和８年４月からの学校給食費公会計化に伴い、現在、各学校で利用している学校給食費等の鹿児島ネットサービス（Ｋ－ＮＥＴ）による口座

振替の利用者データを、学校給食費等徴収管理システムの口座振替サービスへ移管（読替）するための手数料を支出するもの。 

 

 ２ 補正予算額      ３，８１９千円 （財源：全額一般財源） 

     

    ※積算根拠 … 55,000 円（基本手数料）＋34,217 件（移管対象件数）×110 円（手数料） 

 

３ 今後のスケジュール 

８年３月  読替対象データを提出（本市→金融機関） 

       読替処理実施・結果報告（金融機関→本市） 

   ４月  学校給食費公会計化開始 
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学校運営費（小学校費・中学校費・高等学校費）、図書館・科学館施設管理事業、公民館管理運営費 

 １ 概要 

電気・ガス使用料の増額に対応するため。 

【主な要因】 

  市立学校         ：単価見直し等による電気使用料の増額 

                夏場の空調使用量の増によるガス使用料の増額等 

図書館・科学館・地域公民館：単価見直し等による電気使用料の増額 

 

２ 主な対象経費 

(1)電気使用料・・・照明や電化製品、空調（図書館・地域公民館）に使用する電気使用料 

(2)プロパンガス及び都市ガス使用料・・・学校の教室の空調に使用するガス使用料 

 

 ３ 補正予算額   １２２，５７７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気 プロパンガス 都市ガス 合計

当初予算額（Ａ） 235,436 50,145 107,546 393,127

執行見込額（Ｂ） 266,222 71,865 136,287 474,374

補正額（Ｂ－Ａ） 30,786 21,720 28,741 81,247

当初予算額（Ａ） 116,504 16,622 55,455 188,581

執行見込額（Ｂ） 124,723 24,927 67,898 217,548

補正額（Ｂ－Ａ） 8,219 8,305 12,443 28,967

当初予算額（Ａ） 31,418 -                    16,479 47,897

執行見込額（Ｂ） 32,520 -                    21,799 54,319

補正額（Ｂ－Ａ） 1,102 -                   5,320 6,422

当初予算額（Ａ） 36,277 -                    -                    36,277

執行見込額（Ｂ） 39,501 -                    -                    39,501

補正額（Ｂ－Ａ） 3,224 -                   -                   3,224

当初予算額（Ａ） 30,142 -                    -                    30,142

執行見込額（Ｂ） 32,859 -                    -                    32,859

補正額（Ｂ－Ａ） 2,717 -                   -                   2,717

当初予算額（Ａ） 449,777 66,767 179,480 696,024

執行見込額（Ｂ） 495,825 96,792 225,984 818,601

補正額（Ｂ－Ａ） 46,048 30,025 46,504 122,577

区分

小学校

合計

中学校

高等学校

図書館・科学館

地域公民館
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定第８４号議案 

 

 鹿児島市指定文化財の現状変更についての許可の件 

 

鹿児島市指定文化財「慈眼寺跡」の現状変更について、別添のとおり許可する。 

 

令和８年２月６日                提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参照） 

鹿児島市文化財保護条例（抜粋） 

 （現状変更等の制限） 

第８条 指定文化財等の現状を変更し、又はその保持に影響を及ぼす行為をしようとするとき

は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置

又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響

の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 略す 

３ 教育委員会は、第１項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の

変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示を与えることができる。 

４ 教育委員会は、第１項の許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったと

きは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取

り消すことができる。 
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様式第１８号 

 

文財第    号  

 

令和８年２月６日  

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿 

 

 

 

 

 

鹿児島市教育委員会 印  

 

 

現 状 変 更 等 許 可 書 

 

 貴殿から申請のあった現状変更等の申請については、下記の条件を付してこれを許可す

る。 

 

 

記 

 

 

１ 種別、名称及び数量 

  記念物（名勝）「慈眼寺跡」  数量 １ 

 

２ 指定書番号 

  第１０号 

 

３ 指定年月日 

  昭和４９年８月２３日 

 

４ 所在の場所 

  鹿児島市下福元町３８１０ 

 

５ 所有者の氏名、名称及び住所 

  鹿児島市 

 

６ 管理責任者の氏名、名称及び住所 

  所有者に同じ 

 

７ 現状変更等許可条件 

(1) 現状変更に当たっては、申請書の記載事項を遵守すること。 

 (2) 工事に際しては、鹿児島市教育委員会文化財課職員の立会いを求めること。 

(3) 工作物については、景観に配慮し、目立たない色彩とすること。 
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令和８年２月３日 

 

鹿児島市教育委員会 殿 

 

                             鹿児島市文化財審議会 

                             会 長  田村 省三 

 

 

鹿児島市指定記念物（名勝）「慈眼寺跡」に係る現状変更の許可について（答申） 

 

 令和８年１月１９日付け文財第６６５号で鹿児島市文化財審議会に諮問のありました鹿

児島市指定文化財に係る現状変更の許可については、下記の条件を付して許可されること

が適当であると認めます。 

 

 

記 

 

１ 現状変更に当たっては、申請書の記載事項を遵守すること。 

 

２ 工事に際しては、鹿児島市教育委員会文化財課職員の立会いを求めること。 

 

３ 工作物については、景観に配慮し、目立たない色彩とすること。 
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【現状変更許可に係る流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状変更等の申請】 

１２月２２日付けで鹿児島市長（世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課）から鹿児島市

教育委員会に申請書提出 

【市文化財審議会への諮問】 

 １月１９日付けで教育委員会から市文化財審議会に諮問 

【市文化財審議会の開催】 

 ２月３日開催の市文化財審議会で審議 

【市文化財審議会からの答申】 

 ２月３日付けで市文化財審議会から教育委員会に現状変更の許可について答申 

【現状変更について教育委員会が許可】 

 第１１回教育委員会定例会において許可すべき旨の議決 

【教育委員会への報告】 

 １月１９日の第１０回教育委員会定例会で市文化財審議会に諮問することの報告 
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参考（慈眼寺跡） 

 
市指定名勝「慈眼寺跡」は、桜島・錦江

湾ジオパークのジオサイトにもなってお

り、ジオサイトの見どころやストーリーを

伝えるための説明板を新たに設置するもの

である。 

説明板の大きさは高さ６０ｃｍ、幅４４

ｃｍ程度の建柱式とし、コンクリート又は

モルタル充填とする。 

当該地が名勝の指定地内であることをふ

まえ、説明板の枠等は、景観に配慮した色

彩（茶系等）とする。 

【設置場所】 

【設置のイメージ】 

38



39



40



41



42



43



44



45


